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技術と巡番──ハイデガーに依拠して気候変動を考察する 

マティアス・フリッチュ（モントリオール） 

渡邉 京⼀郎訳 

 

凡例 

・ハイデガーからの引⽤に関して、邦訳があるものについては、原⽂ページの後に「／」を
付し対応する⾴数を表記した（例：GA9, 352／452 ⾴）。 

・主として創⽂社（現東京⼤学出版会）刊⾏の『ハイデッガー全集』から引⽤を⾏ったが、
『ハイデッガー全集』では未邦訳のテクストについては、訳者の判断により⼿に取りやす
い単⾏本から引⽤し、初出時に〔〕で書誌情報を記した。 

・訳者の判断により、⽂脈に合わせて適宜翻訳を変更した箇所がある。ご容赦いただきたい。 

・講演で省略される箇所は⾚字にし、かつフォントを落とした。 

・原著者による補⾜は［］で記した。 

・原語表記も含めた訳者による補いはすべて〔〕で記した。 

・原⽂のイタリックには丸傍点
．．．

を付した。 

 

要旨 

 本講演で私が提案してみたいのは、ハイデガーによる悪意あるもの──「暴動の内的憤怒
〔Ingrimm des Aufruhrs〕」──という概念の使⽤を、今⽇どのようにして理解したらよいの
だろうかということである。それに従えば、この概念は近代的な主観性の蜂起を名指してい
る。主観性はその世界連関において、世界と⼤地との先⾏する構成的な関わりを断念しよう
とする。その結果、この放棄とそれに伴って現われる「⼤地の荒廃」が、ハイデガーがまた
技術と呼ぶものの近くに存することとなる。⼈々はときおり、技術を⾃然の酷使と結びつけ
てきたというわけだ。ハイデガーは、技術を存在の近代的な送り遣わしであると〔als 

neuzeitliche Schickung〕批判するのだが、その批判の拠りどころは、存在の命令ないし約束
における規範的なものの根源にある。私はその根源を、（ここではハイデガーを超え出るか
たちで）世代間の巡番〔Turnus〕（⾔い換えれば、⼊れ替わって順番が来たこと〔das 

abwechselnde An-der-Reihe-Sein〕）として展開してみたい。このことに従えば、今⽇における
悪とは、将来世代の⽣の基盤を、（⽇々思いがけない仕⽅ではあるが）故意に脅かすことで
あることになるだろう。そのため、将来世代には公正な巡番が拒まれているのである。 

 

憤怒 

 ハイデガーは悪という概念を、⾃分のキャリアにおいてさまざまな仕⽅で⽤いている。
『存在と時間』では、責めがあることを提⽰するのに関連して、単に否定的な観点から〔ex 

negativo〕この概念に関⼼があったにすぎない。しかしその後、悪は（とりわけ 1929年のブ
ロッホマン書簡以来）より強固なかたちで、存在それ⾃体の⾮性〔die Nichtigkeit〕や反転性
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〔die Gegenwendigkeit〕に関連づけられ、次いでさらに存在論化されることで、とりわけ存
在の歴史的運命としての〔als Seinsgeschick〕現代技術という観点から定⽴されるのである1。
この⼩さな講演では、後期の著作における概念の使⽤にだけ取り組むこととしたい。ハイデ
ガーはそこで、「暴動の内的憤怒」としての悪意あるものについて語っている（GA77, 207‒
208。GA9, 350 も参照のこと）。 

 1944／45 年の野の道の対話で、ハイデガーは年上の男にこう述べさせている。 

 

そもそも荒廃はかなり根が深く、また遠いところに端を発しているのですが、だからこそ私たちの熟

慮は絶えずそこに戻ってゆくのです。しかもそこへ戻ってゆくことによって、私たちはますますはっ

きりと、⼤地の荒廃とそれに関連して⼈間存在の根絶が、なんらかの意味で悪それ⾃体であることを

認識できるわけです。 

 

道徳的な悪徳ないし⾮難すべきものとしての悪（おそらくそれは、malum morale〔道徳的悪〕とも名づけ

られるものだろう2）は悪意あるものとは区別される、という短い取り交わしの後に、年下の男はこう述べ

る。 

 

悪意あるものとは、憤怒〔das Grimmige〕のなかに根拠を持ち、しかもこの憤怒がその内的な憤怒を

ある意味では覆い隠しつつ、同時に絶えずそれによって威嚇しているような暴動的なものなのです。

悪の本質とは暴動の内的憤怒であり、それは決して完全には勃発することはないが、勃発するときに

は本性を隠して、しばしばその隠された威嚇のなかでまるで悪ではないかのように装うものなのです。

［……］悪のなかで本質的に現われる〔wesend〕憤怒は暴動ばかりか、私たちが阻⽌できないように

⾒える錯乱に出くわしたときにはいつでも予感される、そうした混乱をも解き放つわけです。［……］

ひょっとすると、そもそも意志⾃体が悪なのです。（GA77, 207‒208／289‒291 ⾴） 

 

 悪意あるものとは要するに、意志によって引き起こされる⼤地の荒廃なのだが、それにも
かかわらず、この荒廃は、どれだけ原則的なものであろうとも、規範の道徳的に悪徳で⾮難
すべき違反を単純に表現しているわけではないのである（GA77, 207ff.）。⼤地の荒廃はまた、
個々の⽣活圏ないし⽣きものの破壊と同⼀視されてはならない。というのも、まさしく悪に
ついての不思議な語りを導⼊するための動機として、年下の男が先だって次のように述べ
ているからである。「というのは、私たちの⾔っている荒廃は、なにもつい昨⽇始まったこ

 
1 次のものを参照のこと。Bernd Irlenborn, Der Ingrimm des Aufruhrs. Heidegger und das Problem des Bösen, Wien, 
Passagen Verlag, 2000, S. 100f. また、次のものも参照のこと。Bret Davis, „The Persistence of Ur-Willing, the 
Dissonant Excess of Evil, and the Enigma of Human Freedom“ in Heidegger and the Will. On the Way to Gelassenheit. 
Chicago: Northwestern University Press, 2007; Rosa Maria Marafioti, “Heideggers Auffassung des Bösen. Seyn und 
Mensch im Abgrund der Freiheit” Heidegger Studies Volume 37, 2021, 31-56. 本稿で私は、悪という主題にとっ
ては⾮常に重要であるとはいえ、ハイデガーによるシェリング解釈については取り上げないこととする。 
2 次のものを参照のこと。Jörg, Theorien des Bösen, Frankfurt, Junius, 2017. 
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とではないからです。この荒廃は、⽬で⾒たり⼿で掴んだりできるものでもありませんし、
破壊されたものや死んだ⼈の数を数え上げることによって、まるで荒廃がそれらの結果で
あるかのように考えることのできるものでもありません」（GA77, 207／289 ⾴）。それでも
やはり、私は強く喚起したいのだが、今⽇にあって環境が酷く不安定であるというこの事態
は、ハイデガーの⾔う「⼤地の荒廃」からそこまで遠く離れてはいないのだ。 

 先に進みたいが、ここではよく知られた「ヒューマニズムについての書簡」から、別の⼀節を引⽤して

おきたい。 

 

健やかなものと同時に、存在の明るみの内には悪が出現する。悪の本質は、⼈間の⾏為の単なる悪徳

に存するのではなく、憤怒という悪意あるものに存する。しかしながら、健やかなものと憤怒の双⽅

は、存在それ⾃体が闘争的なものであるかぎりにおいてのみ、存在の内で本質的に現われる。闘争的

なものの内には、無化の本質的由来が覆い隠されている。無化するものは、⾃らを無的なものとして

明け開く。無的なものは「否」において⾔い渡され得る。「ない」ということは決して、否定作⽤に属

する否と⾔うことから発源するのではない。いかなる「否」も、⾃らが主観性の定⽴する⼒であると

意固地に主張して誤解することなく、脱‐存の在らしめる「否」に留まるならば、明け開かれた無化

の要求に応えているのである。（GA9, 359／452 ⾴） 

 

 つまり、すでに野の道の対話で⽰されたように、悪とはまずもって、⼈間の⾏為の悪徳とかそのような

規範違反を指⽰する malum morale ではないのだ。悪ないし悪意あるもの（両者はここ「ヒューマ
ニズム書簡」の場合、野の道の対話のように区別されていないように思われる）はここで、
「憤怒」としても理解されるような、そうした「〔⾃らを〕主観性の定⽴であるとする意固
地な主張」（GA9, 359／452 ⾴）として現われる。だが、この憤怒を伴った意固地は、単に主
観性ないし⼈間⾃⾝に由来するというわけではなく、むしろ存在の交替遊戯〔das 

Wechselspiel〕に由来している。ハイデガーはここでこの交替遊戯を、より詳細かつ歴史的
により独特な仕⽅で「⼒への意志としての存在」（GA9, 360／454 ⾴）と規定している。そし
て存在は、このように書簡からより遠いところで位置取り、光と否との、明け開くことと無
化との、昼と夜との抗争を統べる。健やかなものは在らしめることとして現われ、それは無
化という事態を明確に含み込みながら、闘争的な存在の「要求〔Anspruch〕」に応えている
というわけである。 

 こうしてまた、主観的暴動の憤怒、つまり〔⾃らを〕主観性の⼒であるとする意固地な主
張に備わる憤怒は、ある誤解の内に存していることとなる。その誤解とは、この意志それ⾃
体が存在に応え続けており、存在は意志を要求している──ということはつまり、意志に⾔
及してそれを気にかけているとするものである。悪は、この要求を覆い隠す明け開きの仕⽅
の内に存している。その結果、意志は、当の要求を⾒逃したり聞き逃したりしてしまい、そ
のことでもって初めて⼒への意志となるのだ。この本質的な点──要求の⾒逃し──には
すぐに⽴ち戻りたいと思うが、私はまず、悪と技術の結びつきにより詳しく光を当てておき
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たい。 

 悪とは要するに暴動の内的憤怒であるわけだが、そこで憤怒は⼒への意志として理解さ
れている。ニーチェのこの概念3は、ハイデガーがじきに技術と総かり⽴て体制〔das Gestell〕
と呼ぶことになるものを指し⽰している（例えば、「形⽽上学の超克」GA7, 76ff. を参照の
こと）4。悪はそこで技術と結びつけられる。すなわち、両者は⼒への意志であり、⾔い換
えれば、⾃分⾃⾝を意志する意志の憤怒を伴った暴動であり、それは⾃らが存在に属してい
るという事態〔seine Zugehörigkeit〕を忘却しているのだ。というのも、ハイデガーが述べる
ところでは、総かり⽴て体制としての技術はまた、存在の要求を⾒逃しているからである。
論⽂「技術への問い」において、ハイデガーは最⾼の危機について語っているが、この危機
は次のような事態の内に存している。すなわち、地球上で〔auf der Erde〕出会われてくるも
のすべてが「徴⽤物資〔Bestand〕」──要するに、意のままにできる単なる資源──へ還元
され、最後には⼈間⾃⾝もまた徴⽤物資として、つまりはもっと多くの徴⽤物資をさらに当
てなく調達して⽤⽴てるための⼿段として、理解され取り扱われるという事態である。だが、
そのように還元されて危機に晒されたこの⼈間が、⼤地の⽀配者を⾃称するのである。「そ
の⼀⽅で」とハイデガーが述べているように、「そのように脅かされている当の⼈間が、ふ
んぞり返って、⼤地を⽀配する主⼈の恰好をするに⾄っています」（GA7, 28／134 ⾴〔マル
ティン・ハイデガー『技術とは何だろうか』森⼀郎訳、講談社学術⽂庫、2019年〕）。 

 引き下げられた⼈間がその引き上げへと⾄るこの逆転（ハイデガーのテクストでは「その⼀⽅で」とい

う⾔葉で導かれる）は、ある説明を求めている。現代⼈の⾃⼰物象化と⾃⼰賛美の連関とはなんなのだろ

うか。ハイデガーはすぐ後に付されるコメント、つまり⼈間は今⽇にあって⾃分⾃⾝にしか出会わない、

というヴェルナー・ハイゼンベルクの主張に対するコメントで説明を与えている──ちなみにこの主張を、

私たちは⼈新世と⾔われる今⽇にあって、もはや「⾃然」は存在しないとか、⼈間がもたらした気候変動

のために地球上で⼿つかずの⼤気粒⼦など存在しない、といった考えとしてしばしば⽿にすることだろう
5。〔ともあれ〕ハイデガーは次のように書いている。 

 
3 ハイデガーのニーチェ読解が適切であるかどうかは、繰り返し問いに付される事柄だが、ここで論じる
には及ばない。 
4 このテクスト（「形⽽上学の超克」）ではまた、野の道の対話で知った「⼤地の荒廃」という概念が、私た
ちの歴史的状態を巡る別の⼆つの記述との⽰唆に富んだ関連において、しばしば⽤いられている。その記
述とは、「形⽽上学によって刻印された世界の倒壊」と、⼈間が単に労働する動物へと「確⽴されること」
に関するものである。これら三つの記述はともに、「存在するものの真理の没落」と呼ばれるわけだが、ハ
イデガーが述べるところでは、没落とはすでに出来事として⽣じてしまっている〔sich ereignet haben〕ので
ある。「この出来事の結果が、今世紀における世界史上の諸々の事件なのである」（GA7, 70f.／116–118 ⾴
〔マルティン・ハイデッガー『技術への問い』関⼝浩訳、平凡社ライブラリー、2013 年〕）。 
5 ⼈新世としての私たちの時代を巡って今⽇流布している理解と、総かり⽴て体制についてのハイデガーの診断との対
⽐は注⽬すべき事柄だろう。⼈新世については例えば次のように述べられている。「⼈間は地球の⽀配権を握っている─
─そしてそれは、⼈間の⽣命それ⾃体の基盤を脅かすほどにそうなってしまっているのである」（Juergen Renn, Surviving 

the Anthropocene, Max-Planck-Gesellschaft Berlin, 2020）。すでに⾒たように、ハイデガーはおよそ 70 年も前に、⼈間はふ
んぞり返って⼤地の主⼈となり、そのことでもって⼤地の荒廃を引き起こすと述べている。しかし、そこで⼈間は、「意
志への意志が意志できるのは無的な無にほかならず、⼈間はそれに対して、⾃分⾃⾝の完全な⾮性を知り得ないままに、
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⼈間は、もうすっかり総かり⽴て体制の⾔いなりになっているので、このことをなんらかの要求とし

て認知してはいませんし、⾃分⾃⾝が総かり⽴て体制においてそれによって要求されている者だとい

うことを⾒逃しています。したがって、⾃分が⾃分の本質にもとづいてなんらかの⾔い渡しの領域の

内に脱‐存していること、それゆえ⾃分⾃⾝にしか出会わないなど決してありないことが、どの程度

までなのかを、⼈間はどのみち聞き逃すありさまです。（GA7, 28／134 ⾴） 

 

 つまり、総かり⽴て体制とは存在の歴史的運命なのである。存在が⼈間を要求するわけだが、そのさい

⾃らは後ろに退くため、⼈間は要求を要求と認識することなく、当の要求に付き従うこととなる6。まさし

くこの⾒逃しと聞き逃しによって、⾃⼰物象化は現代⼈の⾃⼰賛美となるのである。⼈間は⾃らを⼤地の

主⼈と⾒なす。なぜなら、⼈間は、⾃分が存在に聴き従い〔hörig〕、存在に属し、存在に応えているという

ことを⾒逃しているからである。⾃⼰賛美とは思い上がりであり、物象化を──⾃分⾃⾝の物象化と⼤地

の物の物象化──そのようなものとして⾒て取ることがない。それゆえ、この意固地は主張であり、憤怒

ないし内的憤怒であり、無への意志としての意志への意志である（GA7, 70）。要するに、こうした忘却の内

に、野の道の対話で「⼈間存在の根絶」と呼ばれるとともに、「⼤地の荒廃」と関連づけられる危機がある

のだ（GA77, 207／289 ⾴。上記を参照のこと）。ここで憤怒と呼ばれているのは、こうした意志することに

備わる落ち着きのなさとか当てのなさばかりか、盲⽬的で偏狭な⾃⼰賛美にすら差し込まれる⾃⼰破壊衝

動、⾔い換えれば偽装された憤りのことでもある。そうした憤りはまた、当の憤りが居どころを得て落ち

着くことなどあり得ず、まさに⾃⼰賛美と物象化において⾃分⾃⾝と対抗する、という事態に起因してい

るのである。 

 ⼤地の主⼈としてふんぞり返る者が、⼤地を荒廃させ、⾃分⾃⾝を根絶する。というのも、
その者は、⾃分では⽀配しきれないものとしての⼤地に属しているわけだが、そうした事態
をいつも後になって知る〔zu spät kommen〕ことになるだろうからである。（「芸術作品の根
源」のように）世界との共同遊戯〔das Zusammenspiel〕において、あるいは（『講演と論⽂』
のように）四⽅界にあって、⼤地は、⼈間をまずもってその存在へ送り遣わし〔schicken〕、
⾔い渡したり要求したりするものとして、当の⼈間に対して前もって場を得ている
〔vorgeordnet〕のだ。 

 
⾃⾝の⽴場を維持している」（GA7, 70／117–118 ⾴）という事態に、誤った判断を抱くのである。次のものも参照のこと。
Borgmann, Albert. 2019. “Being in the Anthropocene. World Appropriation in the Age of Global Warming” Environmental Philosophy 

17:1, 59-74. DOI: 10.5840/envirophil20201990. また次のものも参照のこと。David Wood, Reoccupy Earth Notes toward an Other 

Beginning. New York, 2019; David Wood, Deep Time, Dark Times. On Being Geologically Human, New York, 2018. 
6 Pippin, 近刊を参照のこと。それによれば、意味の不在という空虚を埋めているものは、⼈間の意固地さ〔willfulness〕、
⾔い換えれば⾃⼰主張である。そのとき、ハイデガーが⽰すように、⾃分⾃⾝の意固地さ⾃体が「意志された」もので
あるという事態は気づかれない。⾃⼰主張とは、⾃分では決して認めることのできないような、降格された有意味さの
形態に依存している状態を反映したものなのだ（212）。ハイデガーでは WP108〔“What Are Poets For?”, in: Poetry, Language, 

Thought, translated by Albert Hofstadter, Harper Perennial Modern Classics, 2001, pp. 87–139, p. 108。全集版では GA5, 288–289〕、
つまり「詩⼈はなんのために」に優れた⼀節がある（GA5）。 
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言い渡し 

 ここで私が強調して詳述したいと思っている歴史的運命のこの⾔い渡しが、要するに、規
範的なものの根源である──この規範的なものによって、ハイデガーは、総かり⽴て体制を
悪と診断したり、「〔ヒューマニズム〕書簡」が「根源的な倫理学」（GA9, 356／449 ⾴）と名
づけるものとの関連において批判したりできるわけだ。この倫理学は、存在のもとでの、つ
まり⼤地と世界の間での⼈間の居どころを告げており、それゆえ存在論から切り離すこと
もできない7。居どころは存在に聴き従う〔zuge-hörig〕。というのも、居どころは構成的な仕
⽅で、世界と⼤地の間の、昼と夜の間の、健やかなものと悪の間の闘争である存在に応えて
いるからである。⼈間は、そもそも存在したり存在することになったりするもので在るため
に、⼈間ではないものに応えなくてはならない。⾔い換えれば、⼈間に先⾏し、⼈間をその
ようなものとして要求するものに応えなくてはならないのである。⼈間はまさに、⾔葉によ
る⾔い渡しと存在の家による⾔い渡しにおいて、ないしその「要求に応答する〔Entsprechen 

des Anspruchs〕」なかで存在しているのである（GA7, 183, 185; GA9, 313）8。「ヒューマニズ

 
7 周知のように、ハイデガーは、さしあたりこの要請それ⾃体を問いに付すことで、倫理への要請に応えて
いる。そうした要請について、彼の推測によると、当の要請は、技術時代における⽅向感覚の喪失に起因
している。技術は⼈間に、それ⾃⾝控えめな態度でもって算定可能な恒常性〔eine Beständigkeit〕を実現す
ることで、（総かり⽴て体制による）フレーミングがもたらす無理強いに「応答する」よう要請するとされ
る。算定可能な恒常性とは、価値論の倫理規則〔eine axiologische Regelethik〕によって実現されるべきもの
なのだが、そうした倫理規則は、単に理性の製造物であるにすぎない（つまり、単に⼈間理性の作りもの
であるにすぎないというわけである。GA9, 361/E〔Pathmarks, translated by William McNeil, Cambridge 
University Press, 1998〕, 274）。倫理への要請はさらに、論理学と物理学と倫理学との間の、問題含みな分離
を前提しているようにも思われる。そうした分離を、ハイデガーの基礎存在論は乗り越えようとしている
わけである。古代における〔antik〕この分離は、現代のニヒリズムの下準備に貢献することとなる。ニヒリ
ズムはまずもって、物理的な存在の⼀切を単なる物質とか盲⽬的な⼒へと還元し、そうすることで物の固
有な素性を否認してしまう。結果として、ニヒリズムが⼈間の価値を⾃然に投影するなかで、選別的に当
の⾃然の価値は引き上げられるのである。この価値主観主義が、遂にはある幻想をもたらすこととなる。
その幻想とは、ひょっとすると今⽇、⼈新世という地質学上の概念において明らかになるのは、どこへ⽬
を向けようとも、⼈間は⾃分⾃⾝にしか出会わないという事態であるのかもしれない、とする幻想である。
⾃然はしかし、それが「技術的占拠」（GA9, 324/E, 247／411 ⾴）に差し出す外観のなかで、⾃らの本質を
覆い隠すのである。（私たちは作りものとの共鳴を聴き取ることもできるだろう。その双⽅は⼒に根づいて
いるのである。これについては、ハイデガーによる⼒への意志とニヒリズムを巡る論述を参照のこと）。 
 以上のこと対する応えとして、ハイデガーが⾼名な仕⽅で（あるいは悪名⾼い仕⽅で）提案するのが、
存在それ⾃体を（ほとんど）⼀つの根源的な倫理学として考え抜くことなのである。「ところで、ἦθος とい
うこの語に備わる根本的な意味に従って、倫理学という名称が、倫理学は⼈間の居場所を考え抜く、とい
うことを⾔うべきなのとすれば、その場合には、存在の真理を脱存する者である⼈間の始原的な要素〔das 
anfängliche Element〕として考えるその思索は、⾃らにおいてすでに根源的な倫理学なのである」（GA9, 356
／449 ⾴）。 
8 加えて次のことも参照のこと。Ute Guzzoni, “‘Anspruch’ und ‘Entsprechung’ und die Frage der Intersubjektivität”. 
In Nachdenken über Heidegger, hg. von Ute Guzzoni. Hildesheim: Gerstenberg, 1980; Werner Marx, Gibt es auf Erden 
ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983〔ヴェルナー・
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ムについての書簡」では、聴従（的帰属）性〔die (Zuge)Hörigkeit〕という概念に註が付され
ているが、そこで要求ないし⾔い渡し（あるいは承諾）は、命令とも名指されている。命令
は約束でもあるわけだが、約束とはしかし、（ただ）⼈間から（だけ）発せられるのではな
く、事柄の本性に存しているものである（GA9, 360）9。こうして、技術を巡る⽂脈にあって
は、規範的かつ批判的な潜勢⼒はある要請の内に存することとなる。その要請とは、総かり
⽴て体制──それは、存在するものとこの世の⼒を挑発するよう私たちに要請する──の
要求ないし約束〔die Verheißung〕を、そもそもまずもって要求として認識せよ、というもの
である。存在するものを挑発することで⾃分が総かり⽴て体制の⾔いつけを守っている、と
いう事態を把握するよう、つまりは応える者であり続けるよう、私たちは求められているの
だ。このことでもって初めて、総かり⽴て体制の要求もまた（歴史的により広く深い仕⽅で）
別様に、すなわち存在の命令ないし送り遣わしとして聞き取られる可能性がもたらされる
こととなる。そうした存在もまた、総かり⽴て体制にあって別様に送り遣わされ得ることだ
ろう。そういうわけで、ハイデガーは技術論⽂の終わりの⽅で、ヘルダーリンの有名な⾔葉、
「だが、危機あるところ、救いとなるものもまた育つ」（GA7, 29／136 ⾴）を引⽤するので
ある。 

 確かに、規範性とは常にすでに現にある⼀⽅で、それは私たちに、当の規範性にいっそう明瞭な仕⽅で

──いっそう明⽰的ないしふさわしい仕⽅で──応答するよう要請する。私の考えでは、たとえハイデガ

ーがこのことを決して明瞭なかたちでは詳述していないとしても、この⽐較を通じて批判的な⼒が探し求

 
マルクス『地上に尺度はあるか──⾮形⽽上学的倫理の根本諸規定』上妻精、⽶⽥美智⼦訳、未来社、1994
年〕; Matthias Fritsch, “Heidegger’s Dao and the Sources of Critique” in Environmental Philosophy and East Asia: 
Nature Time Responsibility, ed. Hiroshi Abe, Matthias Fritsch, Mario Wenning. London, Routledge, 2022. 
9 （1949 年の第⼀版に付された）聴従性という概念への註は、「肯定と否定、承認と棄却はすでに、出来事
の命令の内へと⽤いられている──つまり、区別の命令によって、断念することの内へと呼び⼊れられて
いる」（「「ヒューマニズム」についての書簡」GA9, 360／453 ⾴）という内容である。ここではまた、区別
（とりわけ存在論的差異）と要求ないし命令との連関が決定的である。すなわち、存在とは⼀つのもので
はなく、常にすでに（存在と存在するものへ、存在と現存在へ、四⽅界の四重性へなどといった具合に）差
異化されたものであるがゆえに、⼀つの応えを求め、本質的に⼀つの贈りものであるというわけだ。贈り
ものとは⼈間に課されるものであるが、⼈間はそのさい、課題を備え、あるいはそうした課題として存在
するのである──命令という概念については、なによりも、1951/52 年の講義「思索とはなんの謂いか」
（GA8）を参照いただきたい。私たちはそこでも、単に⼈間の⾔葉から発せられるだけではないこの約束
は（存在と⼈間の関係〔der Bezug Sein-Mensch〕ばかりか）⼈間同⼠の領域にも適⽤される、と述べられた
箇所を⾒つけることだろう。もっともその箇所は、この命令という⾔葉を解説するための⼀例にすぎない
のだが。「私たちは、呼びかけてくる呼び寄せのために、「Geheiß」という⾔葉も⽤いる。命令がその本質を
名称の内に有するのというのではなく、どの名称も⼀種の命令なのである。どんな命令にも、なんらかの
要求することが統べており、したがってもちろん、名づけることの可能性が統べている。私たちは、ある
客を歓迎するよう命じる〔heißen〕。このことは、私たちが客に「歓迎」という名称を付加する、という意
味ではない。そうではなくて、私たちはその客に、ことさらやって来て、親しき到来者として到来を遂⾏
するよう命じるのである。こうして、到来へ招待することとして歓迎を命じることには、同時にやはり⼀
つの命令することが、つまり⼀つの呼びかけることが存しているのである。この呼びかけることでもって、
到来した者は、喜んで迎えられる客の呼び声の内へと⽴てられるのだ」（GA8, 129／135 ⾴）。 
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められなければならない。規範性は私たちに、⾃分たちの本質を認識するよう要請する。『存在と時間』で

はまずもって、「［……］君が在るところのものとなれ！」（SZ, 145／219 ⾴〔マルティン・ハイデガー『存

在と時間』⾼⽥珠樹訳、作品社、2013 年〕）と、要するに「君の存在は被投的な計画としてあれ！」と⾔わ

れていたのだった。それはすなわち、その未規定性にあって与えられた、⾃分固有の潜勢⼒としての可能

性の前へあなたを開け、ということなのだ。1950 年代の著作では、規範性は私たちに、⾃分で世界を在ら

しめることで⾃分の存在として在るよう要請する。ここで⾔う世界とは、私たちが属しており、それなし

には⾃分が⾃分でいることができなくなってしまうようなものである。いまやこの要請が述べているのは、

私たちの存在を我がものとするために、存在を聴き取れということなのだ。もっと⾔えば、この要請は、

⾃分では我がものとすることのできないものを在らしめるために、つまりは四⽅界に所属するために為さ

れるのである。要するに、規範的な⼒と批判的な潜勢⼒は、私たちの存在論的構成をよりよく理解し発揮

せよ、という要請の内に存しているのである。規範の違反⾏為というのは、与えられた（⼆組の）規範に適

合しないときにではなく、この構成を⾒誤るときに⽣じるのだろう。「物」講演の終わりでそう述べられて

いるように、私たちに要請されているのは、四⽅界に属しているという事態を予感するために、あるいは

むしろそのことに「⽤⼼深く」あるために、「歩み戻ること」なのである（GA7, 183/PLT〔Poetry, Language, 

Thought〕, 179／『技術とは何だろうか』49 ⾴）。そこではしかし、私たちの建てることと住むことは、常

にすでに四⽅界からその指令を受け取ってしまっているのだ（GA7, 161。書簡の⽅も参照のこと。GA9, 

360f.）。「……詩⼈的に⼈間は住む」の終わりで、ハイデガーは次のように述べている。「住むことが本質か

らして詩⼈的であるがゆえに、住むことはまさに⾮詩⼈的［すなわち技術的］でもあり得る」（GA7, 206／

35 ⾴〔伊藤哲夫、⽔⽥⼀征編訳『哲学者の語る建築──ハイデガー、オルテガ、ペゲラー、アドルノ』中

央公論美術出版、2008 年〕）──すなわち、⾮詩⼈的に住むことはまた、「その本質に応じて」詩⼈的に住

まうというわけである。 

 ハイデガーは書簡で、⾃らの「根源的な倫理学」について次のように述べている（私はあえて⻑めに引

⽤することとする）。 

 

⼈間が存在の真理の内へ脱‐存しつつ、当の存在に属する限りにおいてのみ、存在それ⾃体から、⼈

間にとっては法則と規則とにならざるを得ないような、そうした諸々の指令を割り当てることが出て

来得るのである。割り当てるとは、ギリシア語では νέμειν〔割り当てること〕と⾔われる。νόμος〔掟〕

とは、法則であるのみならず、いっそう根源的には、存在を送り遣わしの内に蔵されている割り当て

のことでもある。この割り当てだけが、⼈間を存在の内へ定める〔verfügen〕能⼒を備えている。その

ような接合の定め〔solche Fügung〕だけが、担いそして結合する能⼒を備えているのだ。そうでなけ

れば、すべての法則は、単に⼈間理性の作りものにすぎないこととなる。諸々の規則のあらゆる設⽴

よりもいっそう本質的であるのは、⼈間が、居場所として存在の真理の内へ⾄るということである。

このような居場所が初めて、確固として維持され得るものの経験を授けてくれる。あらゆる⾏動のた

めの⽀えを贈るのは、存在の真理である。「⽀え〔Halt〕」とは、私たちの⾔葉の内では「守り〔Hut〕」

を意味する。存在とは守りであり、⼈間をその脱‐存的本質の内でその守りの真理へと守るのだが、

それは当の守りが脱‐存を⾔葉の内に住まわせるというようにして為されるのだ。それゆえに、⾔葉
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は同時に、存在の家にして⼈間本質の住居である。ただ⾔葉が⼈間の本質を住まわせる住居であるが

ゆえにのみ、諸々の歴史的な⼈間形態と歴史的な⼈間たちとは、⾃らの⾔葉の内でそれに安住するこ

とができず、結果として、⾔葉は彼らにとって、彼らの⼯作機構〔Machenschaften〕を⼊れる容器とな

るのである。（GA9, 360‒361／454‒455 ⾴）10 

 

 規範性の拘束⼒は、現代の倫理学者が考えるように、必ずしも⾃律性に、つまり⼈間が⾃らに法則それ

⾃体を与えるということに由来するわけではない。⽀えとなる根拠は、理性やその規範的な容器ないし作

りものといったものではなく、⾔い換えればカントからハーバーマスやロールズに⾄るまでの、理性の構

成主義者が打ち出す道徳理論ではない。もちろん実際には、カントは、もっぱら道徳的にだけ義務づけら

れ得るような⾃由を、善意志とか⾃⼰の発端として捉えている。実のところハーバーマスも、近代精神〔die 

Moderne〕は⾃らの規範性を、ただ⾃分⾃⾝からのみ獲得できるのであって、伝統や歴史や世界や環境とい

った先⾏するものからは獲得できないことを論証している11。それに対して、ハイデガーが論証するところ

では、要請されているという、つまりなんらかの割り当ての受取⼈であるという現存在の特性に、法則の

拘束⼒は由来しているのだ。 

 すなわち、世界が私を「他⼈事でなく襲い〔angehen〕」得るのはただ、当の世界が原則とし
て意のままにならず、なんらかの（個⼈ないし⼈のようなものではない）他者から「割り当
て」られる場合だけなのだ。この他⼈事でない襲われを、ロバート・ピピンは新しく刊⾏さ
れる魅⼒的な本で、⾮常に⾒事な仕⽅で「mattering〔重要であること〕」という英語に翻訳
している12。そうした襲われはただ、私が他⼈事でなく襲われているという事態の根源を、
⼒や⼯作機構によっても、⽀配や暴動によっても、あるいは概念的な仕⽅でも取り返すこと
ができないときにのみ迫ってくるのである（ピピンの考えでは、これはハイデガーによる
「論理的先⼊⾒」の診断であるという。なぜなら、意味を持つことになるのは、概念的で命
題的な仕⽅で分節化され得るものだけだからである。このことについては、デリダのいわゆ
る「ロゴス中⼼主義」の脱構築も参照のこと）13。批評家のハルムート・ローザもまた、最
新の研究書のなかで、共鳴する世界連関と世界のままならなさとの間の関連を強調し、社会
学の研究において探究したのであった。すなわち、私は、⾃分では⽀配しきれない世界の内

 
10 この⼀節については、次のものも参照のこと。Rainer Schürmann, Tomorrow the Manifold. Essays on Foucault, Anarchy, 
and the Singularization to Come. University of Chicago Press.  
11 Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen, Frankfurt, Suhrkamp, 1985.〔ユルゲン・ハー
バーマス『近代の哲学的ディスクルス』全⼆巻、三島憲⼀ほか訳、岩波書店、1999 年〕 
12 「It matters〔それが重要である〕」とはもちろん、おおよそ「それが重要で、私ないし私たちに（なにか
が）関わり〔angehen〕、私たちに関係し、私たちの応えや関⼼を求め、譲歩抜きに私たちに責任をとるよう
にさせる」などといったことを意味している。ドイツ語は〔この語と〕正確に対応するものをもたらさな
いが、しかしハイデガーはといえば、いくつかの箇所で、類似した意味を持つ「Belang〔重要性〕」という
語を⽤いている。例えば「⾔葉の本質」（GA12, 187ff.）を参照のこと。 
13 次のものを参照のこと。Robert Pippin, The Culmination. Heidegger, German Idealism, and the Fate of Philosophy. 
Chicago: The University of Chicago Press（近刊）. 



10 
 

でのみ安住できるというのである14。 

 ハイデガーの場合、ここでまさに決定的な事柄とは、規範的なものの根源と、この根源に
備わる取り返しのつかなさとままならなさとが、互いに分かちがたく結びついているとい
うことである。とりわけて『存在と時間』に視線を向けて先鋭化させれば、次のように⾔う
ことができるだろう。つまり、私は⾃らを私⾃⾝の⾃⼰と根源として取り返さなければなら
ないのだが、それはまさしく、私がそうしたものでもなければ、そうしたものでも在り得な
いからなのだ、と。『存在と時間』のとある箇所は、気づかいと責めがあることのこの根源
をとりわけ明確にしてくれている。 

 

現存在の存在は気づかいである。気づかいは⾃らの内に、事実性（被投性）と実存（企投）と頽落と

を包含している。現存在は、存在しつつ被投的なものであり、⾃分⾃⾝によって⾃らの現へもたらさ

れたのではない。現存在は、存在しつつ在り得ることとして規定されており、この在り得ることは現

存在⾃⾝に属しているが、とはいえ現存在それ⾃⾝として⾃らに与えたのではない。実存している以

上、現存在が⾃分の被投性の背後へ帰って来ることは決してない。［……］それでは、現存在はどのよ

うにしてこの被投的根拠で在るのか。それはただ、現存在が、それらの内へと⾃分が投げ⼊れられて

いる、そうした諸々の可能性へ⾃らを企投するという仕⽅においてである。⾃⼰、つまり⾃⼰とし
て⾃分⾃⾝の根拠を据えなければならない⾃⼰は、根拠を⽀配下に置くことなど決し
てできないが、それでも実存する以上は、根拠で在ることを引き受けなければならない。
⾃分の被投的根拠で在ることが、気づかいにとって問題であるような在り得ることなのだ。 

根拠で在りつつ、すなわち被投的なものとして実存しつつ、現存在は⽴て続けに、⾃分の諸々の可能

性の背後に⽴ち遅れて留まっている。現存在は、⾃分の根拠に先⽴って実存的に存在することなど決

してできず、そのつどただ⾃分の根拠から、そして⾃分の根拠として実存的に存在するにすぎない。

したがって、根拠で在ることとは、もっとも固有な存在を根底から管理下に置くことな
ど決してできない、ということを意味している。この否定が、被投性の実存論的な意味
に属している。根拠で在りつつ、現存在⾃⾝は⾃分⾃⾝の⾮性で在る

．．
。⾮性とは、⾒出さ

れて在るのではないとか存⽴しないことを意味するのでは決してなく、現存在のこの存在
．．

、つまりそ

の被投性を構成する否定を意味している。この否定に備わる⾮性格〔der Nichtcharakter dieses Nicht〕

は、実存論的には次のように規定される。つまり、現存在は、⾃⼰
．．

で在りつつ、⾃⼰として
．．．

被投的に

存在するもので在ると。〔現存在は〕⾃分⾃⾝によって
．．．．

ではなく、根拠から⾃分⾃⾝へと
．．

放
り出されて、この根拠として存在するというわけだ。（GA2, 377‒378、第 58 節／424‒
425 ⾴） 

 

 こうした意味で、⾃⼰で在るとは責めが在ることと、つまりは気づかいや顧慮的気づかい
と同義なのである。否定における規範的なものの根源、⾔い換えれば⽀配しきれない在り得

 
14 Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit. Frankfurt, Suhrkamp, 2020. 
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ることの根源によって、カントの⾔う「当為は可能を含意する」が嘘であることが明らかに
なる15。責任なしに⾃由──可能性を企投して掴み取ること──を考えることはできない。
それはまさに、⾃由が（カントの場合がそうであるように）「⾃⼰の発端」でもなければ、
そのようなものでも在り得ないからである16。現存在は⾃分⾃⾝によってではなく、他者に
よって存在する。他者とはここで、否定ないし⾮性と呼ばれるものであって、それは⾃らに
備わるままならなさとか先⾏性を出現させることとなる。この意味で、現存在とは本質的に
他者から⽣まれるものであり、ここにはすでに、出⽣性というハンナ・アーレントの中⼼思
想が簡潔な仕⽅で現われているのである。すなわち、意のままにならない他者や⽣まれにお
いて、そしてそれらから⽣まれるという事態（新たな可能性への投企）は、⾃由の存在根拠
において互いに分かちがたく結び合わさっているというわけだ。だがもちろん、⾮性である
他者にも死が属している。死とは、「もっとも固有」な可能性として、相続した投企を各⼈
のものとして我がものにするという事態を、まずもって可能にするものなのである。 

 

事実的な現存在は、誕⽣的に実存するとともに、死へと関わる存在という意味ですでに誕⽣的に死に

つつもある。現存在が事実的に実存する限り、⼆つの「端」とそれらの「間」が存在するのだが、そ

れらはしかも、気づかいとしての現存在の存在に基づいてのみ唯⼀可能なかたちで存在する、という

仕⽅で存在するのである。被投性と、逃避的ないし先駆的に死へと関わる存在との統⼀の内で、誕⽣

と死は、現存在にふさわしい仕⽅で「連関している」。現存在は気づかいとして、その「間」で在る。

（GA2, 495、第 72節／553 ⾴） 

 

誕⽣と死の間のこの実存が、現存在をそのときどきにあって常に誕⽣しつつ終わるもの
として特徴づけているわけだが、そうした実存に基づくことで、現存在とは本質的に世代的
な存在者〔ein Wesen〕なのである17。確かに、他者とか⾮的なもの〔das Nichtige〕は、現存
在の根拠に属しているものの、だからと⾔って⾃らの⼒の下に置くことなどできず、誕⽣す
る前と死後も続く世代へ存在的に還元することはできない。そうは⾔うものの、誕⽣し死す
べきものである以上、こうした世代なしに他者や⾮的なものを考えることもできないので
ある。そういうわけで、ハイデガーもやはり、なんらかの「⺠族」に属しているという事態
──ご存じのように、このことがナチズムとの関連でどれほど問題含みとなったことか─

 
15 次のものを参照のこと。Robert Stern, Kantian Ethics: Value, Agency, and Obligation, Oxford University Press, 
2015, Kapitel 6 und 7. 
16 次のものを参照のこと。Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 474、とりわけ B 561, B 582〔イマヌエ
ル・カント『純粋理性批判』熊野純彦訳、作品社、2012 年、485 ⾴、553 ⾴、568 ⾴〕。クラウス・デュジン
グは次のもののなかで、⾃⼰の発端としての⾃由を巡るカント的な⾒解に傑出した説明を与えている。
〔Klaus Düsing,〕Subjektivitaet und Freiheit: Untersuchungen zum Idealismus von Kant bis Hegel. Stuttgart: Bad 
Cannstatt, 2002,とりわけ 214ff. を参照のこと。 
17 この概念（「世代的存在〔generational being〕」）については次のものも参照のこと。Anne O’Byrne, Natality 
and Finitude. Bloomington: Indiana University Press, 2010. 
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─ばかりか、ある「世代」をも現存在の歴史性に帰することとなるのである。 

 

⾃分の「世代」の内で、そしてこの「世代」をともにする現存在の運命的な歴史的運命
が、現存在の完全な本来的⽣起を成している。（GA2, 508、第 74節／566 ⾴。次の箇所
も参照のこと。GA2, 27、第 6節）18 

 

ハイデガーはここで、「Generation」という語を単に単数形で使⽤しているわけだが、世代
がまさに複数形でのみ存在するというのは明らかだろう。「Generation」という語にはさまざ
まな意味があるとはいえ19、少なくともそれらすべては、先⾏する世代への指⽰を含意して
いる。それに従うならば、⼈間とは単に⼀世代の存在者であるばかりか、世代をまたぐ
〔intergenerationell〕存在者でもあることになるだろう。そして私の考えでは、このことは、
現存在を気づかいへと呼び⼊れる要求をも触発することとなる。ハイデガーは『存在と時間』
で、規範性のもう⼀つの側⾯を強調することはなかった。それはつまり、規範性が「⾃分で
根拠を据えること」にではなく、他者や⾮的なものと「放り出すこと」とか、根拠へと投げ
出されていること〔die Geworfenheit〕に向けられているという側⾯である（GA2, 378／425

⾴）。しかしすでに⾒たように、⽀配しきれないものを⽀配しようとする試みは、憤怒とな
るのだった。その代わりとして、現存在は存在を、⼈々がそうであるような根拠として本質
的に在らしめる〔wesen lassen〕よう求められているのだろう。私は⾃分の存在根拠を我がも
のとできないが、それでもそう試みなければならない。こうした事態がとりわけ意味してい
るのは、私が常にすでに⾃分の現存在の限界に、つまり死と誕⽣に隣接しているために、よ
り多くの世代の内の⼀つとしての「私の」世代に出くわしている、ということなのだ。要す
るに、私が⾃分⾃⾝で在るために、私はそうした多くの世代を在らしめなければならないの
である。 

 ⼤ざっぱに⾔えば〔grosso modo〕、私が⾔いたいのはこういうことである。つまり、時間
性を巡るハイデガーの後期著作では、規範的なものは、徹頭徹尾こうした別の観点において
も、⾔い換えれば、他者を引き合いに出すことで浮上してくるということである。それは、

 
18 私は別の著作で、ハイデガーの「死へと関わる存在」についてのもっとも有名な⼆⼈の批判者は、どの
ようにしてまさにこの世代をまたぐという事態〔diese Intergenerationalität〕を拡張して深めたのか、そのこ
と を描き 出 そ う と試み た （ Fritsch, Taking Turns with the Earth: Phenomenology, Deconstruction, and 
Intergenerational Justice; Stanford: Stanford University Press, 2018, 第⼀章と第⼆章）。レヴィナスが論証すると
ころでは、死についてのハイデガーの⾒解では、⼈間同⼠でいることに対して、とりわけ将来⼈との関わ
りに対して孤独が特権視されている。将来⼈との関わりは、有限的な時間との構成的な関わりによって開
かれるのである（Emmanuel Levinas, Totalité et infini: Essai sur l’extériorité. Paris: Le Livre de poche, 2012〔エマ
ニュエル・レヴィナス『全体性と無限』藤岡俊博訳、講談社学術⽂庫、2020 年〕）。第⼆に、ハンナ・アー
レントは、⾏為に備わる有限的な時間性をめぐるハイデガーの描写が、許容できないほどに、誕⽣に対し
て死を特権視していると論証するのである（Hannah Arendt, The Human Condition. Chicago: University of 
Chicago Press, 1958〔ハンナ・アレント『⼈間の条件』牧野雅彦訳、講談社学術⽂庫、2023 年〕）。 
19 Fritsch, 2018 の第⼀章における、そうした意味の⼀覧を参照のこと。 
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世代とか世代間正義といったことと関連させられずともそうなのであり、私はそれを、この
与えられた機会で展開したいと思っているわけである。もう⼀つの規範性、つまり他者の規
範性とはまさしく、私がすでに論じた存在の要求のことである。私はすぐに、世代間の正義
を考慮しつつ当の要求により詳しく光を当て、それをさらに発展させることとなるだろう。
こうした叙述はもちろん、ハイデガーの著作を超え出るかたちで広範囲に及ぶこととなる。
とはいえ、よろしければ、簡潔に指摘させてほしいことがある。それはつまり、ハイデガー
は徹頭徹尾、この要求がそのような展開やそれにふさわしい⾏動〔ein Verhalten〕をも必要
としている、という具合で当の要求を理解しているということである。 

 これまで述べられてきた事柄とはすなわち、存在論的な倫理学の第⼀の訴え〔der erste Ruf〕は、私たち

が存在根拠の内で存在する者であるなどと誤解するなと、私たちに要請するということであった。こうし

た⽬的のために、哲学の歴史の「解体」とその歴史の表向きの「誤解」とが、ハイデガーのプロジェクトに

とって中⼼的な意味を持つこととなる。しかし、⼈間とは応答する者（つまり、要求に応えたり、常にすで

に応えていてさらに応えたりするというようにして存在する者）であると認識するのでは、批判的な潜勢

⼒はまだ汲み尽くされない。私の考えでは、めったに受け⼊れられることのないあるテクストで、ハイデ

ガーはこの規範性を、つまり要求と応答することのこの倫理学をさらに詳述していたように思われる。そ

れはまさに、⻄洋哲学の歴史の解体を考慮しつつ為されたのだが、⻄洋哲学はこの要求と命令を次第に⾒

逃していくために、歴史的運命と総かり⽴て体制としての、⾔い換えれば歴史的運命という偽装形態〔die 

Verstellung〕としての歴史を可能にするというわけである。 

 ハイデガーはこのことを、「哲学とはなにか」（1955 年）でこう表現している。 

 

解体とは、伝承の内で存在するものの存在として私たちに⾃らを⾔い渡しているものに対して、私た

ちの⽿を開き、⾃由にすることにほかなりません。この⾔い渡しに⽿を傾けることによって、私たち

は応答の内へと達するのです。 

しかし、私たちがこう⾔いつつあるとき、それに対してすでに⼀つの疑念が起っています。それは、

いったい私たちは、存在するものの存在への応答の内へと達することにまずもって努めなければなら

ないのか、という疑念です。私たち⼈間は、必ずしもそのような応答の内には、しかも事実上〔de facto〕

のみならず、私たちの本質からしていないのではないでしょうか。この応答は、私たちの本質の根本

的な特徴を成してはいないのではないでしょうか。 

実際そのとおりです。しかしそのとおりであるときには、私たちはもはや、⾃分たちはまずこの応答

の内へと達すべきであると⾔うことはできません。それにもかかわらず、私たちがそう⾔うことは正

しいのです。というのも、たとえまれにしか存在の⾔い渡しに注意しないとしても、私たちは確かに、

常に⾄るところで存在するものの存在への応答の内に滞在しているからです。確かに、存在するもの

の存在への応答は、いつもあくまで私たちの居場所ではあります。しかし、それが私たちによってこ

とさら引き受けられて展開していく⾏動となるのは、ときおりでしかありません。このことが⽣起す

るときに初めて、私たちはようやく、哲学に襲いかかってくる〔angehen〕ものに、本来的な仕⽅で応

答することとなります。哲学とは、存在するものの存在への途上にあるものなのです。存在するもの
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の存在へ応答することが哲学なのですが、しかし哲学がそのようなものとなるのは、応答することが

ことさら遂⾏されて、そのことでもって展開し、当の展開を仕上げるときにおいて初めてであり、し

かもそうしたときにおいてのみです。この応答することは、存在の⾔い渡しが話すその仕⽅に応じて、

当の⾔い渡しが聴き取られるか聞き逃されるかに応じて、聴き取られたものが⾔われるか沈黙される

かに応じて、さまざま仕⽅で⽣起するのです。（「哲学──それはなんであるか」GA11, 20〔‒21〕／28‒

29 ⾴〔マルティン・ハイデッガー『哲学とは何か』原佑訳、理想社、1960 年〕） 

 

 要するに、私たちは常にすでに、存在の要求の応答の内にあるのである──さもなければ、私たちは存

在することも、話すことも、理解することも、⾏為することも決してできなくなってしまうことだろう。

存在の⾔葉は、たとえ私たちがその⾔葉の根源を問おうとしたり、その根源を突き⽌めようとしたりして

いるときであっても、常にすでに私たちの前に現にある。私たちがその根源を前提とすることで、当の根

源と話したりそれに応答したりしなければならない以上は、そうなのである。しかし、私たちはこの応答

を無条件で感じ取ることはできず、とりわけ、この聴くことを偽装する総かり⽴て体制の技術下では感じ

取ることができない。要するに、存在の呼び声を呼び声として聞き取る（聞き逃すのではなく聴き取る）

という第⼀段階に注意を払う、⾔い換えれば、このようにして⽤⼼深く⽿を傾けよという要求に注意を払

うという点に、とりあえずは、規範的に重⼤な区別が存しているというわけである。⼈々がそう望むので

あれば、私たちは第⼆段階にあって、この要求を「ことさら」引き受けるよう要請されることとなる（「引

き受ける」というもちろん、上記の『存在と時間』からの引⽤における⾔葉でもあった。GA2, 378 を参照

のこと）。そしてまた、存在の呼び声ないし声を私たちの「⾏動」の内で「展開する」とともに、この展開

を仕上げるよう要請されるのである（GA11, 20）20。つまり、私たちはまさに、この要求に応答するという

仕⽅で存在するものであるわけだが、こうした関わり⽅が規範的に差し出されるのである。そして、その

ことでもって同時に、この要求が展開されて、⼀⽅では哲学（例えば、ハイデガーの存在の思索全体と、特

に四⽅界がそうした展開の⼀つとして理解され得るだろう）が、他⽅では（ここで理論と実践の対⽴を開

く必要はない）「⾏動」が差し出される。「⾏動」が、この聴き取ることと⽿を傾けることとを仕上げるので

ある（それは例えば、ハイデガーが詩⼈的に建てて住まうと名づけるところで仕上げられる。GA7, 145ff. 

を参照のこと）。 

 

巡番 

 論をさらに進めるため、私はここで、接合の定めや割り当てや配分の連関を、つまり送り遣わしないし

歴史的運命の連関を強調しておきたい。すなわち、存在は、⼈間を存在に⽿を傾けること〔die Hörigkeit〕

へと接合する〔fügen〕ことで、当の⼈間を要求し、歴史的運命へと送り遣わすのである。法則（それゆえ

倫理的な規範性全体）とは、根源的に⾒れば、⼈間の⼯作機構でもなければ、啓蒙が意図していたような

 
20 こうした批判的で規範的な潜勢⼒のさらなる発展については、以下の拙論を参照いただきたい。〔Matthias Fritsch, 〕
“Heidegger’s Dao and the Sources of Critique” in Environmental Philosophy and East Asia: Nature Time Responsibility, ed. Hiroshi 

Abe, Matthias Fritsch, Mario Wenning (London: Routledge, 2022); “On the Sources of Critique in Heidegger and Derrida” Puncta. 

Journal of Critical Phenomenology 4.2, 63-88 (2021). 
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⼈間理性でもない（とりわけカントとヘーゲルは、「〔ヒューマニズム〕書簡」ではもちろん、⼒への意志へ

頽落している者として理解されている。GA9, 360）。法則とはむしろ、まさに存在の割り当てから、⾔い換

えれば要求に応答すること、約束の命令、属することに備わる聴従性、あるいはアンティゴネーの解釈が

そうであるように（GA53, 128, 159）、存在の歴史的運命へと⾃らを送り遣わすことから理解され得るもの

なのだ。ここで私がこのように強調しているのは、接合の定めという⾔葉が同年に現われたアナクシマン

ドロスについてのテクスト──そこでは時間と正義（δίκη〔正義〕）の連関が、ここでの私たちにとって重

要な役割を演じている──を指⽰しているから、というだけではない。それに加えて、ヘラクレイトス及

びとりわけパルメニデスの解釈において、ハイデガーが割り当てと⾔うものが、配分とか送り遣わしとし

て把握されているからでもあるのだ（GA7, 228, 256f.）。ハイデガーによれば、こうした概念はギリシア語

の μόιρα〔運命〕の翻訳だが、この語は（とりわけ μέρος〔分け前、順番〕との語源的な連関にあって）役

割や時間の配分というほどのことを意味してもいる。 私はそれを、すぐにより詳しく⾒ていくこととなる

ように、巡番〔Turnus〕という⾔葉で⾔い表し、展開したいのである。 

 すでに⽰唆していたことだが、私はこれから、要求と巡番と世代間正義とを相互に関連づ
けてみたい。そこで、まずは巡番を導⼊することとしよう。もう⼀つの規範性、時間的に在るがままに

せよという要求、そしてもちろんハイデガーが平静さ〔die Gelassenheit〕と名づけるもの、それらを照らし

出すために、例えば「アナクシマンドロスの箴⾔」が研究されるのかもしれないが、ここでは、ごく短く概

略を⽰すことしかできない。基礎存在論において問題なのは主観性の理論である、というよくある誤解を

避けるために、そこでの参照点は各々の⾃分〔das Jemeinige〕（つまり個々の現存在）ではなく、そのとき

どきのもの〔das Jeweilige〕となる。それは、「執拗に」⾃らへ⽴ち戻らなければならないし、加えて別の⼀

瞬を在らしめなければならない。正義とはその場合、「不当〔der Un-fug〕」ないし恒常的なものへの「蜂起」、

⾔い換えれば⾃分⾃⾝によってあるかのような単なる存⽴への「蜂起」と、「接合を与えること〔Fuge geben〕」、

つまり他者に属しているものを他者に認めることとのとの間の、内的分裂の内にこそ存している（GA5, 

355‒357。なお、ここで「Fuge」という語は、アナクシマンドロスの⾔う δίκη の翻訳であり、要するに「正

義」のことである）。接合と不当が、ここではまさに⼀体となって思考され得るがゆえに、すでに悪の場合

に⾒てきたことでもあるが、正義を不正から分かつことなどできない。しかし、そのときどきのものは、

まさに蜂起の内でばかりか、「許容〔Zugabe〕」の内でも成⽴している。すなわち、そのときどきのものと

は、別の時期〔die anderen Zeiten〕を同じように定められたもの〔das ebenfalls Verfügte〕として在らしめる

ことでしか、存在できないようなものなのだ（GA5, 356ff.）21。 

 こうした定め〔diese Verfügung〕のことを、ハイデガーは別のところで、配分や送り遣わし、あるいはと

りわけパルメニデスとヘラクレイトスが⾔う μόιρα の翻訳として、歴史的運命とも名づけている（GA7, 228, 

256ff.）22。「μόιρα」という語は、（とりわけと μέρος との語源的な関係にあって）「順番が来たこと」とか、
 

21 『マルクスの亡霊たち』（Paris 1993〔ジャック・デリダ『マルクスの亡霊たち──負債状況＝国家、喪の作業、新しい
インターナショナル』増⽥⼀夫訳、藤原書店、2007 年〕）でデリダは、誤ったかたちで不当よりも接合に優位を置いたハ
イデガーを批判していたが、もちろん、そうした接合がまずもって独⾃性を可能にするのである。〔とはいえ〕ここで私
は、その批判を取り上げることはできない。 
22 とりわけ、GA7 に所収のハイデガーの論⽂「モイラ（パルメニデス、断⽚ 8、34–41）」を参照のこと。歴史的運命の
分配と配分は、技術論⽂においても重要な仕⽅で⽤いられているが、そちらについても参照のこと（GA7, 31）。 
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まさに「巡り合わせ〔Turnus〕」というほどのことを意味してもいる。そうした事実に鑑みて、私は、この

許容されて接合された送り遣わしを、時期の巡番〔der Turnus der Zeit〕と呼ぶのである。巡番には、そのと

きどきのものの⽐類なさと、別の時期への移⾏という⼆つのことが含み込まれている。ある時期は、それ

が別の時期とは異なるという仕⽅でのみ存在するわけだが、にもかかわらず、それは多くの時期の⼀つで

あるにすぎない。その時期の⽐類なさとは、〔ある〕別の時期から〔また〕別の時期へと転換する運動のこ

とだが、そのさい、単に流れるがままであるというわけではない。流れるがままであれば、そのときどき

のものの⽐類なさが許容されることはないだろう。同じ巡番は⼆つとしてない〔Kein Turnus ist wie der 

Andere〕のであって、巡番はただ、〔ある〕別の巡番から〔また〕別の巡番へのこの運動の内にのみ存する

のである。このような意味で、巡番という概念は、接合と固執するという不当、この双⽅の事柄を掴み取

ろうとするものなのだ。 

 

そのときどきのものは、留まっているものとして接合の内で本質的に現われる。この接合は、現前す

るという事態を⼆重の⾮現前のなかへ定める。しかし、そのときどきのものは現前するものとして、

まさしくそれ⾃⾝だけが、同時にそのあいだのなかで〔in seiner Weile〕留まり続けることができるの

である。そのうえ、到来したものは⾃分のあいだにこだわっていることができ、まさにこのことによ

って、恒常的なものという意味でよりいっそう現前的にあり続ける。そのときどきのものは、⾃分が

現前するという事態に固執する。このようにして、そのときどきのものは、⾃分の移⾏的なあいだか

ら思い上がって出て⾏こうとする。ふんぞり返って、意固地に固執するというわけだ。そのときどき

のものは、もはやほかの現前するものに向かうことがない。それは、あたかもこれこそ留まり続ける

ことであると⾔わんばかりに、存続することに備わる恒常性を頑なに主張するのである。 

あいだの接合の内で本質的に現われながら、現前するものはこの接合から出て⾏き、そのときどきの

ものとして⾮接合の内で〔in der Un-fuge〕存在することとなる。そのときどきのものの⼀切が、⾮接

合の内にあるというわけだ。現前するものが現前すること、⾔い換えれば ἐόντα〔存在するものども〕

が ἐόν〔存在すること〕には、ἀδικία〔不正〕が属している。［……］⾮接合は、そのときどきのもの

が、あいだを単に恒常的なものという意味で頑なに主張しようとする、ということの内に存している。

固執することとしての留まることは、あいだの接合から考えられるのであれば、単なる継続への蜂起

となる。現前することは、現前するものをそのつど隠れなさの辺りへと留め続けるわけだが、そうし

た現前することそれ⾃体の内で、恒常化が⽴ち上がって来るのだ。（GA5, 355‒356／398‒399 ⾴） 

 

いかにして、現前するものはそれが現前することの接合を与えるというのか。ここで名指された与え

ることは、現前するその仕⽅においてのみ存することができる。与えるとは⼿放すことに限られない。

よりいっそう根源的なのは、許容する〔das Zugeben〕という意味での与えることである。そのような

与えることは、ほかのものに対して、それに然るべきものとして特有なものを所属させるのである。

現前するものに属するものとは、⾃らのあいだの接合であって、その接合が、現前するものを由来と

⽴ち去りの内へ定めるのだ。接合の内で、現前するものは⾃らのあいだを保持している。ゆえに、そ

れは、単なる固執という⾮接合へと⽴ち離れようとしているのではない。接合はそのときどきのもの
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に属しているわけだが、それは接合の内へ⼊れられて然るべきものである。接合とは正当〔der Fug〕

のことなのだ。 

δίκη とは、現前することとしての存在から考えられるのであれば、正しい筋道に合わせながら接合す

る正当〔der fugend- fügende Fug〕のことである。ἀδικία、つまり⾮接合とは、不当である。（GA5, 356‒

357／399‒400 ⾴） 

 

 このようにして、ハイデガーのテクストの読解についてその概略が⽰されるわけだが、ここで詳細に述

べることはできない。加えて、私は以下で、三つの哲学的テクストについて、簡潔に要約され
た、それも決然と巡番へ向けられた解釈を与えることとする。それらのテクストは時間と正
義、つまり μόιρα/μέρος と δίκη について述べており、それぞれギリシア〔die Griechen〕にま
で遡っている。ハイデガーの「アナクシマンドロスの箴⾔」（いわゆるソクラテス以前の最
初の哲学者たちの読解。GA5 におけるものも GA78 もこの名称）、ハイデガーの「モイラ」
（パルメニデスの読解）、デリダの『ならず者たち』（役職の交替〔der Wechsel der Ämter〕、
すなわち κατὰ μέρος〔順番に〕とか ἐν μέρει〔次々に〕について書かれた、アリストテレス
の『政治学』の読解。デリダは、そうした⾔葉をとりわけ tour á tour〔代わる代わる〕と翻
訳し、さながら存在論化している〔ジャック・デリダ『ならず者たち』鵜飼哲、⾼橋哲哉訳、
みすず書房、2009年、58‒60 ⾴〕）23が、その三つのテクストである。 

 μόιρα に取りかかろう。これは、普通なら運命とか（例えば戦利品の）分け前を意味する
⾔葉だが、パルメニデス解釈では、ハイデガーによって配分および（存在の）歴史的運命と
翻訳される（GA7, 256）。しかし、μόιρα と語源的に同族の μέρος は、とりわけ時期を、すな
わち巡り合わせの、例えば在職期間の時期というほどのことを意味している。在職期間とは、
ある時期で移り変わることを義務づけられているものである。ソフォクレスの悲劇『アンティゴ

ネー』の場合、例えばヒロイン〔であるアンティゴネー〕は有名な悲歌のなかでこう述べている。すなわ

ち、兄であるポリュネイケスに、神々と⼤地から求められた彼の葬儀を与えたのだから、私は死する運命

にあるのであって、なにごとも私には拒まれている、それも（ローマ⾵のギリシア語で）πρίν μοι μοῖραν 

ἐξήκειν βίου〔まだ寿命がすっかり尽きもしないうちに。ソポクレース『アンティゴネー』呉茂⼀訳、岩波

⽂庫、1961 年、62 ⾴〕のだと。それを普通に訳せば、「⽣の運命［μοῖραν］が満たされる前に」（A, 896）と

なる24。私は別のところで、ここでの μοῖραν が、「私の⽣の巡り合わせ全体」と訳され得ることを論証した。

 
23 こうして、私たちはフランス語の内に（もちろんドイツ語でも英語でもそうだが）、ギリシア語の
μέρος/μόιρα（部分、巡り合わせ、運、運命など）から、τόρνος〔コンパス、円の中⼼〕（円、あるいはコン
パス、つまり円を描くための道具、もしくは旋盤）への不思議な移り変わりを⾒て取れる。これは誤解を
招きかねない。というのも、巡番とは（私はこう理解しているのだが）円でもなければ、同⼀の出発点へ戻
りゆくことでもないからである。しかし、μέρος/μόιρα は、現代語においては主として、「全体の⼀部分」と
⾔うときの「⼀部分」という意味で使われてしまっている。例えばメレオロジー〔Mereologie〕とか、ある
いは（全体のなかの⼀部の⼈に当然帰属すべきものを⽀配するという）エリート主義〔Meritokratie〕とい
った⾔葉もそうである。 
24 これはクルト・ヴィリゲによる翻訳である（Sophokles Antigone, hg. Bernhard Zimmermann, Artemis und Winkler, 1999）。
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というのも、この⽂脈においては明らかに、アンティゴネーが、幼少期から成⻑し、結婚を経て夫婦⽣活

を営み、やがて⼦どもを教育するなどといったものをともに含み込んだ、そうした⽣全体を意図している

からである。そうした⽣について、彼⼥は、それが当然⾃分に帰属すべきものであると思っているわけだ。

そういうわけで、例えばリチャード・グリーンは、ここでの μοῖραν を「due term of my life〔私の⽣の然る

べき期間〕」と、要するに、おおよそ「mir gebührende Laufzeit meines Lebens〔私の⽣の推移の然るべき期間〕」

というふうに⾔い表したのだった（英語の「term」はもちろん、「期限」とか「在職期間」を、要するに「巡

り合わせ」をも意味する）25。 

 μόιρα に備わる（部分と巡り合わせという）⼆重の意味が告⽰しているのは、なにかを分
けるとは（少なくとも）⼆通りの仕⽅で⽣じ得るということである。すなわち、なんらかの
ものが分けられたり配分されたりし得るわけだが、その場合、（例えばケーキのように）部
分へと分割されるか、順々に分配される〔in Turnusse aufgeteilt werden〕かのどちらかである
（こちらは例えば、どんな利⽤者でもとにかく順番が来たら、⼀つの⾃転⾞を分け合う〔das 

Teilen eines Fahrrades〕ような場合である。そのさい、⾃転⾞を部分に解体してしまえば、利
⽤者〔の思い〕は打ち砕かれてしまうだろう）。最近の著作のいくつかで私が⽰そうとした
のは、配分的正義に関する欧⽶の理論が、後者の分け⽅を完全になおざりにしているという
点であった。こうした状況であるから、例えば⾃然が⾃転⾞よりはむしろケーキの場合のよ
うにして考察されれば、悲惨な帰結が⽣じることだろう（Fritsch 2018）。 

 μόιρα ないし μέρος によって⽰された時期とは、単なる時間の流れという意味での時間で
はない。それはむしろ、時期や所要時間や⽣涯といったものに備わる独⾃性を強調している
のである。〔すなわち〕この

．．
⼀回きり

．．
〔dieses eine Mal〕、⼀度、⼀回〔une fois〕ということ

が意味されているのだ（フランス語の fois は、ラテン語の vicis〔順番、地位、回〕から派⽣
した語で、例えば副⼤統領がそうであるように、転換や巡り合わせを意味している。ドイツ
語であれば Woche〔同じく vicis が語源〕という⾔葉を参照のこと）。埋め合わせが利かない
独⾃のものである時期というこの意味は、⼈々が μέρος ないし μόιρα という語に関わる場合
に強調される。そこではもちろん、取り決めとか配分という意味が歩み出てくるわけである。
アンティゴネーの例から⾒て取れるように、μόιρα とは、死すべき者の⽣涯といったほどの
ことを意味しており、⽣涯とは、当然彼⼥ないし彼に帰属されるべきものである──すなわ
ち、「⽣の運命」とは、⼀⼈の⼈間に送り遣わされたものなのである。μόιρα や μέρος はときお

り、単に「死」とか「死すべき運命にあること」、要するに⼈間の運といったほどのことを意味することも

ある。そういうわけで、ここで⾔う⼈間は、ギリシア⼈とハイデガーにとってはもちろんのことだが、死

すべき者と呼ばれるわけである。おおまかにはこのようにして、μόιρα はしばしば運命とか運と翻訳される

のである。しかしそのさい、私たちは、時間性と配分という観点を忘却してはいけない。 

 
クルト・ロエスケの場合も、⾮常によく似た翻訳となっている（Antigones tödlicher Ungehorsam, Königshausen und Neumann, 

2009）。「⽣の限界が私にやって来る前に〔ehe mir des Lebens Gränze kommt〕」（ed. P. Lacoue-Labarthe, 102) というヘルダ
ーリンの翻訳も、少しばかりは役に⽴つだろう。 
25 David Grene, Richard Lattimore, Sophocles I: Oedipus Rex, Oedipus at Colonus, Antigone. University of Chicago Press, 1995. 
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 こうしてまた、μόιρα としての時期の⽐類なさはすでに、それに備わる規範的なものをも
たらしてくれている。重要なのは、配分された者である以上は、時期を私のものとして受け
取り、順番が来たこの回を引き受けるということなのだ。実際のところ、誰かないしなにかが⾃

分の時期を受け取ったり引き受けたりするとき、実際には、それらの時期とは、それらに当然帰属するべ

き時期であり、（いかなる他者でもなく）そのものないしその⼈に割り当てられて配分された時期である（例

えば、ある役割、役職の割り振り、順番が来たり「番が回って〔dran〕」来たりする時期、⽣涯などがその

例である）。ここで意図されている時期とは、中⽴的なコンテナといったものではないし、〔そうしたコン

テナの〕「中⾝」（つまり時間の「なか」での出来事）にとってどうでもよいわけでもない。このことは、⼈

間によって引き受けられた役割の場合にとりわけて明らかとなるが、歴史的な時間⼀般にあっても当ては

まることである。モイラ論から⾒た〔moirologisch〕時期は出来事に属しており、そのことでもって、役割

や時期や巡番を⽣きる者にも属することになる──そして当の⼈物は、割り当てられた時期に所属しても

いる。例えば、いまは新年の時期、つまり正⽉の時期である。いま私には、サイコロを投げたり、研究所の

リーダーになったりといった番が回って来ているのである。ここでこの時期とは、春分の⽇（あるいは夏

⾄／分点）のように起こるべくして起こるもの〔fällig〕と⾒なされている。つまり、それが私ないしあな

たの時期（⾔い換えれば、なにかを為す時期、ある役割を割り振る時期、⾃分の⽣を⽣きる時期など）なの

だ。要するに、⼈物や事柄との結びつきというものが存在するのであって、それが、ある時期の独⾃性を

印づけているのである。 

 そして、まさに割り当てに備わるこの⽐類なさこそが、規範的なものを指し⽰しているの
である。つまり、あなたの順番が来て、あなたの⽣があなたに割り当てられる。あなたの⽣
は当然あなたに帰属すべきで、あなたに「然るべき⽣涯」である、というわけだ。それはち
ょうど、ハイデガーが「君が在るところのものとなれ！」（GA2, 194、第 31節／223 ⾴）と
いった通りである。だがすでに⽰唆していたように、この呼び出し、つまり時期のこの許容
は課題として、やはり『存在と時間』でそう⾔われているわけだが、現存在それ⾃⾝からや
って来るのではなく26、無視することのできない存在によって命じられるのである。という
のも、要求とはある別の側⾯に由来するからである。とはいえもちろん、そうした側⾯は、
現存在なくして存在することができない。そしてこの側⾯から重要となるのは、いつなんときなに

を為すにしても、あなたはあなたの時期を受け取らなければならず、あなたの時期を引き受けなければな

らないということである。というのも、あなた⾃⾝で責任を負うことになるものが、あなたの時期だから

である。こうしたことこそ、私はこう提案したいのだが、ハイデガーが時間的に捉えるなかで、存在の命

令とか要求ということでもって意図していた事柄なのだ。 

 すでに⾒たように、重要なのは、命令に備わる別の側⾯、つまり接合の定めのままならな
さを維持することである。それゆえ、この課題もまた、個々の現存在にだけ向けられている
のではない。というのも、どんな時期も単にそれ⾃体だけで存在するのではなく、むしろ巡
番の転換へと接合されているからである。すなわち、諸々の巡番は、個々の部分がそうであ

 
26 ハイデガーが述べるところによれば、「［良⼼の］呼び声は私から

．．
、しかも私を超えて

．．．
やって来る」（GA2, 

366、第 57 節／411 ⾴）。 
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るように、必ずしも⼀直線上に並べられる（「列をなす〔An der Reihe sein〕」というドイツ語
はそう喚起させるわけだが）というわけではない。そうではなくて、お互いに⼊り混じって、
転換したり曲がりくねって進んだりするために、ある巡番は別の巡番なくしては決して存
在できない、というようになっているのだ。ある巡番は、別の巡番を引き受けるなかで、あ
るいはすでに始まっているさらなる巡番への移⾏のなかでしか

．．
、その番が回ってこない。別

の巡番からの、そして別の巡番へのこの反転〔diese Gegen-Wendung〕の内でのみ、所有者は
⾃分の巡番を持つこととなるのである。〔ところで〕私の⽣は絶えず他者の⽣でもある。歴
史的運命があなたの巡番へと送り遣わされ、そのことに伴う時間的で歴史的な責任をあな
たに命じた、というわけだ。あなたが、「誕⽣と死の間の」⾃分の⽣を「受け取って」、⾃分
の巡番を引き受けるならば、例えば（アンティゴネーのように）亡き兄を埋葬したり、⼦ど
もたちの世話をしたりするといった責務がそこには伴うのである。 

 こうした他者への責務が、配分に由来しているのである。どんな時期も、そこに時期が配分されたから

には、⾃分の時期である。つまり、時期はこの配分に、⾔い換えればこの送り遣わしとか（許容された）贈

りもの〔diese (Zu-) Gabe〕の内に存しているというわけだ。時期とは、客観的な仕⽅で配分の前に⾒出され

て在るものではない。時期とはむしろ、時期の配分の内以外では、つまり歴史的運命の、したがって歴史

の送り遣わしの内以外では成⽴しないものなのである。こうして、まずもって部分として組み合わされな

ければならないような時期など、存在しないこととなる。時期は、持続的だが断続的でもある配分の内に

存している。ハイデガーがここで⽰そうとしているのは、時期の配分をなおざりにしたり忘却してしまっ

たりする、（とりわけ⻄洋形⽽上学に存在する）⼀つの強固な傾向である。この傾向は、現在に、⾔い換え

れば贈りものの結果に、つまりは配分された部分に備わる現在性にとって有利に働く。配分はこうして、

現在性が当の配分を差し押さえることで、部分を与えることとなる。配分は、分かち与えられるのではな

く、時期区分〔der Zeitabschnitt〕の利益となるよう、分けた後には〔sich ent-teilen〕引き退くのである。こ

のことについて、ハイデガーのパルメニデス解釈では、μόιρα が存在するものを──存在と存在するものと

いう──ある⼆重襞の内で〔in einer Zwiefalt〕与える、というふうに⾔われている。しかしそのさい、μόιρα

はこの⼆重襞⾃体──つまり存在論的差異──を差し押さえてしまう。論⽂「モイラ（パルメニデス、断

⽚ 8、31‒41）」のなかで、ハイデガーはこう述べている。 

 

［パルメニデスは］μόιρα を、つまり認めながら割り当てることで⼆重襞を広げる、そうした配分の

ことを名指している。⼆重襞によって、配分が送り込まれる（授けられて贈られる）。配分は、現前す

るものが現前することとして、現前を⾃らの内に集約しつつ、そうすることで広げながら送り遣わす。

μόιρα とは、ἐόν という意味での「存在」の歴史的運命なのだ。μόιρα は、このものつまり τό γε〔この

もの〕を、⼆重襞の内へと解放することで、まさに全体と静けさの内へ結びつけている。そうした全

体と静けさから、そしてそれらの内で、現前するものが現前するという事態が出来事として⽣じるの

だ。 

けれども、⼆重襞の歴史的運命においては、単に現前するという事態が輝きの内へもたらされ、現前

するものが現われるに⾄るのみである。歴史的運命は、⼆重襞をそのものとして、ましてはその広が
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りについても、覆い隠したまま保持し続ける。ἀλήθεια〔隠れなさ〕の本質は、覆われたままなのだ。

ἀλήθεια によって認められた可視性が、現前するものが現前するという事態を、「外観」（εἶδος〔外観〕）

と「外⾒」（ἰδέα〔外⾒〕）として⽴ち昇らせるのである。（GA7, 256以下／78 ⾴〔マルティン・ハイデ

ッガー『ロゴス・モイラ・アレーテイア』宇都宮芳明訳、理想社、1983 年〕） 

 

 この⼀節でもってハイデガーがすでに⼤まかなかたちで⽰しているのは、⼆重襞におけるこの覆いが⼀

つの存在の歴史を送り届けている、ということである。その歴史が、プラトンのイデア論から現代技術へ、

それゆえ⼤地の荒廃という悪へ通じているのである。悪──しかしそれは、私たちが聴き取ったように、

健やかなものないし救いとなるものでもある──とはもちろん、⼆重の〔zwiefältig〕送り遣わしによって

⽣じるものである。その送り遣わしは、存在するものを存在と区別するかたちで送り遣わす。この事態は、

死すべきものが現前の輝きを⾒て取る⼀⽅、送り遣わしを⾒逃し、ゆえに要求を聞き逃すことで、強く喚

起されるのである。存在の忘却は時間に即したかたちで⽣じる。その⽣じ⽅というのは、諸々の時期を、

配分された転換とか時期の巡番としてではなく、時間の部分と⾒なすことの内にあるのだ。すでに述べた

ように、区分け〔Teilung〕とはことさら、（ケーキの場合のように）部分へと分割するか、あるいは順々に

配分するかというかたちで理解されるものである。ただし分割は、この傾向に従うことで、時期の運動を、

つまり持続的だが断続的でもある配分ないし接合の定めを消失させてしまう。というのも、そうなれば〔そ

うした性質が⽣じなければ〕、まさになおも関連を⽋いた部分が残り、それゆえに、ある時期から別の時期

への流れや移⾏を説明するという困難が⽣じてしまうからである。私の考えでは、このことは、アリスト

テレスが『⾃然学』第 4巻で論じた、有名な時間のアポリアの場合にも当てはまるだろう27。 

 すでに聴き取ったことだが、割り当てられた時期にあっては、⼈間の⽣涯全体が問題とな
るわけだが、その⽣は、誕⽣と死の間を伸び広がっている28。いまとなっては、私たちは時
期の配分（つまり歴史的運命ないし正当であり、それはもちろん、ハイデガーが「アナクシ
マンドロスの箴⾔」で δίκη の翻訳として提案した⾔葉である）を忘却し、時期を部分へ分
割されたものとして理解している。そうであるならば、要求が崩れ落ちる（ことに加えて、

 
27 もちろん、ここで興味深いのは、アリストテレスもまた、『⾃然学』第 4 巻における有名な時間論で、時間を部分へ分
割し〔aufteilen〕（νῦν〔いま、現在〕、いま）、それゆえに μέρος について語っているということである──とはいえ、（正
確に）翻訳すると、〔μέρος は〕巡番ではなく部分となってしまい、私たちが配分とか時期の接合といったことを聴き取
ることなどまずないだろう（ここでさらに検討することはできないため、次のものを参照いただきたい。Fritsch, Taking 

Turns with the Earth, S. 162ff.）。 
28 それはそうと──ひょっとすると、送り遣わしの忘却を阻⽌しようとしたためか、あるいはもちろんま
ったく固有の新しい問題なのか──古代ギリシア⼈は、⽣涯と寿命の配分を擬⼈化したのだった。具体的
に⾔えば、いわゆる──彼らはそう⾔い当てたのだが──Μοῖραι〔モイライ、運命の三⼥神〕として、つま
りモイラたち〔die Moiren〕として擬⼈化したのだった。モイラたちは〔クロト、ラケシス、アトロポスか
ら成る〕三姉妹であり、⼈間の⽣命の⽷を紡いでいる。この三⼈の運命の⼥神の配分それ⾃体は、（例えば
ゼウスのような）最⾼神によっても変更され得ない。ホメロス以後では〔nachhomerisch〕、三⼈の⼥神は次
のように語られる。つまり、クロト（「紡ぐ者」──⼈がいつ⽣まれ、いつになったら⽣命の⽷を紡ぐこと
になるかを決定する）、ラケシス（「配分する者」、⽷を引き延ばす）、そしてアトロポス（「不可避の者」、⽷
を切断する──語源的に⾒れば、「ひっくり返せない者」であり、それは⼈々がそこから戻って来ることが
できないもの、要するに死のことである）がその三⼈である。 
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規範的なものも消えてしまう）だけではすまない。私たちはむしろ、傾向的には⾃分たちの
⽣涯さえも、⾒出されて在るものとして、⾔い換えれば、それ⾃体に意味はない客観的な時
間の流れを単に区分けしたものとして、理解することになるのである。そうした時間の流れ
とは、おおよそ⾃然や⽣物学によって設定されたものである。それに対して、肝要なのは、
⽣涯を存在の統治や（⽣の）歴史の送り遣わしとして把握することなのだ。 

 

⼈間がそれ⾃⾝において経験するさまざまな出来事〔die Geschehnisse〕、例えば⽣殖、
誕⽣、幼少期、成熟、⽼い、死といった事柄は、⽣物学に特有の⾃然事象という、今⽇
的な狭い意味での出来事なのではない。そうではなくて、そうした出来事は、存在する
ものの普遍的な統治の内に属しているのであって、この統治が、⼈間の運命と⼈間の歴
史をともに⾃らの内に包含しているのだ。（GA29/30, 39／46 ⾴） 

 

 このようにして、モイラ論から⾒た時期は、⽣殖によって⽣まれ、やがて育って成熟し、
⽼いた後に死んでゆく、そうした死すべき者に割り当てられた⽣涯として理解されるので
ある。そのように理解されるのであれば、次のようなところから出発することも許されるだ
ろう。つまり、時期の送り遣わしとか時期の接合の定めとしての μόιρα を忘却することで、
この⽣涯がある巡番を表現しているという事態もまた⾒逃されるのである。その巡番とは、
さまざまな巡番の配分を通じた「許容」の結果⽣じたものなのだ。要するに、共に与えられ
る別の巡番、別の⽣涯といったものが存在するのである。というのも、⼀つの巡番はもちろ
ん、さらに引き続いて配分し、接合し、送り遣わしていく、そうした配分の内に存している
からである。 

 いまとなっては、ハイデガーが『存在と時間』でそうしていたように、⽣涯とは、ある世
代のなかでともに開⽰されるものとして捉えられる。そうであるならば、このように⾔うこ
とができるだろう。すなわち、存在の要求は、存在の統治によって、したがって時期の創造
〔eine Zeitzeugung〕によって産出される、そうした世代に所属しているという事態を理解す
ることに存して（も）いるのだ、と。この時期の創造が、私の世代のほかの⼈間を、そして
とりわけ、私の世代の前ないし後の別の世代をももたらすのである。現前の輝きは、別の世
代の必然的な送り遣わしを覆う⼀⽅で、存在する⼈々があたかも⾃分⾃⾝の外にいるかの
ような気を起こさせる。しかしながら、私の⽣を巡番として理解すれば、順番が来た別の時
期や別の死すべき者は存在したのだし、存在することになるだろうという事態が──ハイ
デガーの⾔う「許容」という意味で──許容されるのである。時とともに順番が来た、とい
う具合に気分づけられている状態〔die Gestimmtheit〕は、さらに引き続く配分から成⽴する
ことになる時期と分かちがたく結びついている。そしてこの連続性も、同じく時期に属して
いるのである──連続性と⾔ったが、それは避けられない破壊にもかかわらずそうなのだ。
この破壊は、時とともに訪れる転換に備わる、断続的な独⾃性によって特徴づけられる。時
期とは、独⾃の⼀瞬⼀瞬から成⽴するのではなく、漸次性〔Sukzession〕や流れをも含み込
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んだものなのだ。このことに伴い、さらなる転換が約束される。というのも、この時期とい
うものは、さらなる転換の約束から切り離すことができないからである29。私たちは、⾃分
⾃⾝を産むことはできないし、つまりは⾃⼰の発端などではまったくなくて、別の世代によ
って⽣み出されるものである。同様に、私たちはまた、他者のために⾃分たちの後になにか
を残すことしかできないのだ（それは、必ずしも⽣物学的な繁殖によって残されるわけでは
ない。むしろ、⾃分たちの亡骸とか別の物質的な痕跡、あるいは⾃分たちの影響や作⽤など
によって残されるのである）。時とともに訪れる固有の道は、贈りものや余剰物によって造
り出される。⾔い換えれば、私たちが相続しはするものの、完全に我がものとすることはで
きないために後に残される、そうしたものによって造り出されるのだ。 

 これに対しては⾔葉が代弁してくれることだろう。そう、ハイデガーは⾔葉について、私たちではなく

⾔葉が話すのだと述べているわけである30。⾔葉の「約束〔Zusage〕」と「要求」は、当の⾔葉に応答しなけ

ればならず、そうすべきであると私たちに定めてくる、そのようなままならない先⾏性に存しているばか

りではない。「約束」や「要求」は、なにか必然的な相続品がある、という事実の内にも存しているわけだ

が、そうした相続品を、話し⼿は受け⽌めて次の⼈へ伝えなければならない。というのも、単に話すだけ

でもすでに、私たちの後に話す他者への伝達を含意しているからである31。そして「存在の家」としての⾔

葉は、⼤地と天空を伴う（ことさらあらかじめ⾔語的に構成された）世界から切り離すことはできない。

私たちが普段環境とか⾃然と呼んでいるものは、⾔葉と同じように（とはいえ、⾔葉もまたそうなのだが）

世代間で結び合わされた要素である。要素とは、個々別々のものとしても、そしてある世代の構成物とし

ても私たちを乗り越えていくものなのだ。そうした要素は、私たちが相続して次の⼈へ伝えなければなら

ないものである。このような事実のなかで、私たちは当の要素の存在を確かめることとなる──つまり、

私たちはある掟から、それが良くも悪くも引き受けられて展開されたものであり得るという事態を、すで

に聴き取ってしまっているというわけだ。 

 
29 第⼀義的にはデリダ（と、デリダによるハイデガーの命令や許容や要求についての読解）に関して、私
は、時期と約束の間のこの連関を次のものでまとめ上げた。〔Matthias Fritsch, 〕„Promising the world to the 
other“ (Vortrag Oktober 2022, Society for Phenomenology and Existential Philosophy)。また、次のものも参照の
こと。〔Matthias Fritsch, 〕“On the Sources of Critique in Heidegger and Derrida” Puncta. Journal of Critical 
Phenomenology 4.2, 63-88 (2021). 
30 「⾔葉が語るのである。⾔葉に応答することで、⼈間は語る。応答するとは聴き取ることである。聴き取ることが聴
き取るのは、それが静寂の命令に属することによってなのだ」（GA12, 30／31 ⾴）。⼈間があらかじめ⾔語的に構成され
た世界に属するのは、世界の呼び声に⽿を傾けるときである。属しているというこの初歩的な事態が、⾔い換えれば、
私たちのコントロールから逃れるような、そうした先⾏する上位の要素への被投性にほかならない。実際のところ、そ
うしたものが、ひょっとすると規範的なものの源泉として、⾔葉という観点にあってもっとも容易に接近できるものな
のかもしれない。もっとも、そうした要素は、なにも⾔葉に限定されるわけではないのだが。⾔葉と応答すること〔Sprache 

und Entsprechen〕を巡る⾔葉遊びには、聴き取ることと属すること〔Hören und Zugehören〕の戯れが対応している（「ヒ
ューマニズム書簡」の GA9, 316 も参照のこと）。諸々の問い、それも⾔葉⾃体に即した問いはただ、私たちが⾔葉を⽤
い、それゆえにすでに⾔葉の内を動いているときにのみ⽴てられる。このような意味で、⾔葉への肯定的な応え、ある
いは⾔葉を⽤いての応答は、⾔葉を話しそれを問い尋ねるという営みに関わるのだろう。同じようにして、すでに⾔葉
の内に留まっているときにのみ、私たちは存在を問うことができるというわけだ。 
31 ウィトゲンシュタインの私的⾔語論も、同じような意味で理解できるかもしれない。 
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 ならばこのような意味で、私たちとは必然的に、⼤地に住まうなかで巡番を引き受けて来
た⼀世代の構成員であると、そう⾔うことができるだろう。このことに対応するかたちで、
⾃分たちを巡番の所有者として理解せよとの命令が下される。当の所有者は、私たちに対し
ていまだになお、あるいはすでに要求している別の巡番の内へとはめ込まれている。そこで
（私が上で批判的潜勢⼒とその展開について語ったことを踏まえるならば）、私たちはこの
要求を、公正な

．．．
巡番を問い質すことの許容、あるいはそうした約束としてさらに発展させる

ことができるだろう。その場合、ここで⾔われている正義は、存在の歴史的運命とその接合
の定めとしてだけでなく、要求の展開としても理解されているわけである。 

 これをもって、ハイデガーと悪についての講演の結論としたい。とはいえもちろん、今⽇
の気候正義の考察が決したわけではないだろう。私は別のところで、私が公正な巡番という
ことで理解している事柄をより詳しく述べた32。公正な巡番とは、世代とともに⼊れ替わっ
ていく対象に備わる、次の三つの本質的な要素と関わるものである。すなわち、（a）どのよ
うにして巡番の対象は受け取られることとなるのか（例えば、⼈々はそうした対象を、少な
くとも受け取る⽅がよいとされる状況の内で次の⼈へ伝えるべきだと、そう⾔うことがで
きるかもしれない）。（b）どの程度無事に、巡番の対象は将来⼈に利⽤され住まわれ得るの
だろうか。そして（c）当の対象は存在するものとして育ってくれるのだろうか。このよう
な意味で、公正な正義は（（a）から（c）までを備えた）⼤地と、例えばよく知られた九つ
の「惑星限界」と結びつけられることだろう。⽣態学や気候学者によると、「惑星限界」と
は、「⼈類が安全に⾏動できる空間」と、それゆえに将来世代のための空間を確定するもの
である33。ならば悪とは、この限界の超過の内にあるのであって、そうした超過によって、
さらなる巡番はまったく不可能となるほどにまで妨げられてしまうというわけだ。 

 以上のことはもちろん、ハイデガーが 1940年代に「⼤地の荒廃」という表現で意図して
いた事柄よりも、ずっと限定された⾏為指向的なものである。〔しかし〕また、ハイデガー
の悪名⾼いエリート主義や反ユダヤ主義を前にしたとき、環境が不安定であるというアク
チュアル事態を解決するため、規範的な基本⽅針を彼に委ねようとは、私はまったく思わな
い。もちろん、おそらく⼤規模かつ全体的になっていくそうした事態に、世界中の（とりわ
け地球の南側の）きわめて貧しい⼈たちも将来世代も、⾮常に厳しい仕⽅で⾒舞われること
となるのだろう。だがそれでも、悪は今⽇にあっては、まずなによりも惑星限界の意図的な
超過の内に⾒出せるのではないかという私の提案は、ハイデガーの技術批判との創造的な
接続を主張することができると、私はそう考えている。というのも、私が論証したように、

 
32  〔 Matthias Fritsch, 〕 “Why Democrats Should be Committed to Future Generations” Dialogue: Canadian 
Philosophical Review（近刊, etwa Nov 2023; doi:10.1017/S0012217323000173）. 
33 Dixson-Declève, Sandrine, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Jørgen Randers, Johan Rockström, und Per Espen Stoknes. 
2022. Earth for All: A Survival Guide for Humanity: A Report to the Club of Rome (2022), Fifty Years after The Limits 
to Growth (1972). Gabriola Island, British Columbia, Canada: New Society Publishers.〔サンドリン・ディクソン・
デクレーブほか『Earth for All 万⼈のための地球──『成⻑の限界』から 50 年 ローマクラブ新レポート』
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この批判は、近代的な総かり⽴て体制という意味での技術は要求の聞き逃しの内で成⽴す
る、という洞察に基づいているからである。そうした聞き逃しによって解き放たれるのは、
意志の悪意ある憤怒が占拠するという事態である。そうは⾔っても、要求を聴き取ることは
さらなる展開を要請している。私がハイデガーとともに、そしてハイデガーを超え出るかた
ちで、公正な巡番の接合の定めという点において提案したのは、この展開なのであった。公
正な巡番〔という概念を主張すること〕にあって試みられているのは、気候変動と環境の不
安定化という、今⽇突出している問題点への⼀つの応えなのである。 

 


